
子育て世代包括支援センター事業のご案内

多胎妊産婦サポート事業
★子育てはひとりでがんばらなくていい！★
かすみがうら市では、多胎の子を妊娠している者又は養育している
世帯の負担の軽減を図るため、日常の家事及び育児の援助を行います。

妊婦さん向けにタクシー費用を助成します
★子育てはひとりでがんばらなくていい！★
かすみがうら市では、安心して子どもを産む環境づくりの一環として出産に伴う医療
機関への入退院の際に利用したタクシー費用の一部を助成します。

対 象 者
多るいてけうを付交の帳手康健子母 ・

胎妊産婦
方るあが票民住に市らうがみすか ・
保康健民国び及税民市が員全帯世 ・

険税に滞納がない方

支 援 内 容
・食事、授乳又は入浴の支援
・洗濯、買い物又は調理の支援

の頓整理整の内室び及掃清の宅住 ・
支援

の等い添き付の診健や院通の院病 ・
支援

対 象 者
がみすか、に日たし用利をーシクタ ・

うら市に住民票のある方
・母子健康手帳の交付を受けている方

康健民国び及税民市、が員全帯世 ・
保険税に滞納がない方

対象のタクシー費用
以下の要件による自宅（または里帰り
先）と医療機関との往復
・出産のための入退院

助 成 額
１回（往復）の利用につき、10,000円
まで

利 用 期 間
多胎の子が１歳に到達する日の属する月
の末日まで

利 用 回 数
月５回まで（１日３時間以上８時間未満）

費 用 負 担
１時間５００円

申 請 先
かすみがうら市子育て世代包括支援センター

必 要 書 類
・申請書・タクシーの領収書の写し

るす明証を診受の関機療医る係に産出 ・
ことができる領収書の写し

ドーカュシッャキは又帳通の義名者象対 ・
の写し

申 請 先
かすみがうら市子育て世代包括支援センター

申請の期間
タクシーの利用日の属する年度の３月３１
日までが申請期限となります。
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具体的には

子育て世代包括支援センター
保健センター
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子育て支援課



マザークラス（母親学級）
実施日受付時間 9：30 ～

ウェルカムベビークラス（両親学級）
受付時間 9：30 ～

４か月児健診 実施日
受付
時間

① 9：15～② 9：30 ～
③ 9：45～ 対象月

１歳児相談 実施日
受付
時間

①13：15～②13：30 ～
③13：45～ 対象月

子育てサロン 実施日
受付時間13：30 ～

１歳6か月児健診 実施日
受付
時間

①13：15～②13：30 ～
③13：45～ 対象月

２歳児歯科健診 実施日
受付
時間

①13：15～②13：30 ～
③13：45～ 対象月

離乳食教室 実施日
受付時間10：00 ～

３歳児健診 実施日
受付
時間

①13：15～②13：30 ～
③13：45～ 対象月

育児相談 実施日
受付時間 9：30 ～
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26日（水）24日（水）14日（水）12日（水）23日（水）13日（水）25日（水）15日（水）13日（水）17日（水）14日（水）13日（水）

Ｒ4.12 生 Ｒ5.1生 Ｒ5.2 生 Ｒ5.3生 Ｒ5.4生 Ｒ5.5生 Ｒ5.6 生 Ｒ5.7生 Ｒ5.8生 Ｒ5.9 生 Ｒ5.10 生 Ｒ5.11生

28日（金）26日（金）16日（金）14日（金）25日（金）15日（金）13日（金）17日（金）15日（金）19日（金）16日（金）15日（金）

R1.12 生 R2.1生 R2.2 生 R2.3生 R2.4生 R2.5 生 R2.6 生 R2.7生 R2.8生 R2.9 生 R2.10 生 R2.11生

14日（金） ― 20日（火） ― 22日（火） ― 31日（火） ― 19日（火） ― 20日（火） ―

― 29日（月） ― 23日（日） ― 22日（金） ― 12日（日） ― 22日（月） ― 10日（日）

27日（木）23日（火）15日（木）11日（火）24日（木）12日（火）26日（木）14日（火）14日（木）16日（火）15日（木）12日（火）

12日（水）9日（火） 6日（火） 4日（火） ８日（火） 5日（火） 3日（火）21日（火）12日（火）24日（水）21日（水）5日（火）

14日（金） ― 20日（火） ― 22日（火） ― 31日（火） ― 19日（火） ― 20日（火） ―

26日（水）11日（木）14日（水）13日（木）23日（水）14日（木）25日（水）16日（木）13日（水）18日（木）14日（水）14日（木）

R3.9 生 R3.10 生 R3.11生 R3.12 生 R4.1生 R4.2 生 R4.3生 R4.4生 R4.5 生 R4.6 生 R4.7生 R4.8生

― 23日（火） ― 11日（火） ― 12日（火） ― 14日（火） ― 16日（火） ― 12日（火）

― R4.4･5生 ― R4.6･7生 ― R4.8･9 生 ― R4.10･11生 ― R４.12 生
R５.1生 ― R5.2･3生

27日（木） ― 15日（木） ― 24日（木） ― 26日（木） ― 14日（木） ― 15日（木） ―
R2.12 生
R3.1生　　　― R3.2･3生 ― R3.4･5月 ― R3.6･7月 ― R3.8･9月 ― R3.10･11月 ―

健診･教室等、すべて予約制です。通知が届きましたらお電話で予約してください。
※定員になり次第、別日のご案内となります。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により中止となる場合があります。詳細は通知をご覧下さい。



にこにこ

教室

未満児教室

５～６歳児教室

個別相談
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実施時間
10：00～12：00

実施時間
14：00～16：00

実施時間
9：30～11：45

※相談・予約は子育て世代包括支援センターまで

ウェルカムベビークラス（両親学級）
・助産師、保健師からのお話
・沐浴体験　・妊娠疑似体験　等

集団教室（未満児クラス）
　保育士による集団親子遊び（１歳６か月児～）
集団教室（５・６歳児クラス）
　心理師等による集団適応のための支援
個別相談　言語聴覚士・公認心理師による個別相談

～プレママ＆ママの輪を広げよう～

子育てサロン

産後のお母さんだけでなく、妊婦さんも気軽におしゃべりで
きる「子育てサロン」地域の情報交換や一緒にお子さんの成
長を喜んでいけるお友達をみつけに来ませんか？
※助産師の同席しておりますので、個別相談も可能です

身体計測、内科診察、育児相談、
歯科相談、栄養相談

母子健康手帳、健康診査票、
バスタオル、フッ素代500円

母子健康手帳、健康診査票、
バスタオル、フッ素代500円

6日（木）
13日（木）
20日（木）

11日（木）
25日（木）
31日（水）

8日（木）
22日（木）
29日（木）

6日（木）
21日（金）
27日（木）

3日（木）
10日（木）
17日（木）

7日（木）
21日（木）
28日（木）

5日（木）
12日（木）
19日（木）

6日（月）
20日（月）
30日（木）

7日（木）
21日（木）
28日（木）

11日（木）
18日（木）
25日（木）

1日（木）
8日（木）
22日（木）

7日（木）
21日（木）
28日（木）

5日（水）10日（水）7日（水）5日（水）2日（水）6日（水）4日（水）22日（水）6日（水）10日（水）7日（水）6日（水）

5日（水）
6日（木）
7日（金）
19日（水）
20日（木）
21日（金）

10日（水）
12日（金）
15日（月）
26日（金）
29日（月）

7日（水）
8日（木）
21日（水）
22日（木）
23日（金）
30日（金）

5日（水）
6日（木）
７日（金）
27日（木）
28日（金）

2日（水）
３日（木）
4日（金）
9日（水）
17日（木）
18日（金）

6日（水）
7日（木）
8日（金）
21日（木）
29日（金）

4日（水）
5日（木）
6日（金）
11日（水）
19日（木）
20日（金）

17日（金）
22日（水）
24日（金）
27日（月）
30日（木）

1日（金）
6日（水）
7日（木）
15日（金）
20日（水）
21日（木）

10日（水）
11日（木）
12日（金）
25日（木）
26日（金）

2日（金）
7日（水）
8日（木）
9日（金）
22日（木）
28日（水）

6日（水）
7日（木）
8日（金）
21日（木）
22日（金）



子育て世代包括支援センターへお問合

かすみがうら市子育て世代包括支援センター

後日保健師等からお電話をさせてい

県内の医療機関において乳児健康診査受診票を利用して、乳児
健康診査が無料で受けられます。
子育て世代包括支援センターで行われる健診に併せてぜひ
受診してください。

1回の妊娠につき、妊娠期17回（15回目以降は申請が必要）、
産後2回まで助成します。
なお、公費助成額を超えた場合は、自己負担となります。
また、里帰り出産で県外の医療機関で受診される方は、
償還払いを行います。
※償還払いの申請手続きについては、子育て世代包括支援センターへお問い合わせください。
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特定不妊治療（体外受精・顕微授精）並びに男性不妊治療を受けられたご夫婦
の経済的負担の軽減を図るため、保険適用外治療費の一部を助成します。

治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満
１回の治療につき５万円まで



母子健康手帳、妊産婦・乳児健康診査受診票、新生児聴覚検査受診票、マル福受給者証、その他教材をお渡しします。

マイナンバーが分かるもの、医療機関で発行した妊娠証明書、健康保険証、所得控除額がわかる証明書※1 、妊婦本人の
口座番号のわかるもの、妊娠届出書※2、医療福祉費外来等自己負担金支給申請書※2、いばらきKidsCludカード交付申込書（初めて妊娠された方）※2

かすみがうら市に転入された方や住所登録のない方は、所得証明書又は課税(非課税)証明書が必要です。1月1日に住所登録のあった市区町村で発行されます。（総所得、扶養人数、所得控除が
記載されているもの）源泉徴収票は不可。所得証明書等の提出に代わり、以下の書類の提出によりマイナンバーの情報連携による他市町への所得情報の照会ができます。
〈情報連携のために必要な書類〉　・所得判定者の「同意書」　・本人確認書類（マイナンバーカード、免許証など）　・所得判定者のマイナンバーがわかるもの
ホームページからダウンロード可

平日8:30～17:15
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不育症の検査及び治療について１回５万円まで

６月 9 日（金） 9：00～10：30
13：30～15：00 令和5年5月12日（金）～5月26日（金）

令和5年7月31日（月）～8月21日（月）

令和6年1月 4 日（木）～1月18日（木）

9：00～10：30
13：30～15：00

9：00～10：30
13：30～15：00

８月31日（木）

１月28日（日）

受付時間


